
平成25年６月橋本市議会定例会会議録（第５号）その４ 

平成25年６月20日（木） 

                                          

                                           

 日程第14 議案第１号 平成25年度橋本市

一般会計補正予算（第１号）に

ついて 

○議長（石橋英和君）日程第14 議案第１号

平成25年度橋本市一般会計補正予算（第１号）

について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。便宜、補正予算

説明書により、歳出から款別に行います。補

正予算説明書の平成25年度一般会計補正予算

（第１号）の10ページをお開きください。 

 まず、２款総務費、10ページから11ページ

まで、質疑ありませんか。 

 14番 中本浩精君。 

○14番（中本浩精君）11ページの0271、緊急

雇用創出事業臨時特例基金事業に要する経費

968万5,000円で上がっているんですが、具体

的にご説明いただけますか。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）まず、この事

業といいますのは、和歌山県の緊急雇用創出

事業臨時特例基金というものを活用して、国

の定める六つの重点分野における雇用の促進

を図るというもので、したがいまして補助率

100％の事業として実施をするものでござい

ます。 

 そこで、この内容でございますが、この「は

しもとまちづくりプロジェクト」というもの

は、そもそも３本の柱から構成されておりま

して、事業期間は最長３年間というふうに設

定をしております。まず、その３本の柱の１

本目の柱なんですが、これは市職員によるま

ちづくりプロジェクト、これはＨＭＰ48とい

うんですが、これの創設ということで、ＨＭ

Ｐというのは、「はしもとまちづくりプロジェ

クト」の頭文字をとったもので、48とは四つ

の柱に八つのプロジェクトという、そういう

意味でございます。四つの柱とは、いわゆる

都市の創造、魅力の発掘、情報の発信、そし

て行政体力の向上という、こういう四つの分

野を考えております。そして、これにぶら下

がる八つのプロジェクトを行って、今後の橋

本市のまちづくりについて調査研究などを行

って、市長をはじめとする市の経営幹部に提

案をしていくという、こういう取り組みでご

ざいます。 

 これにつきましては、市を横断した取り組

みということで、もう既に市職員から公募を

行いまして、67名の中堅から若手職員を中心

としたメンバーで構成されておりまして、現

在、もう既に活動を始めようとしているとこ

ろでございます。 

 次に、２本目の柱というのが、定住促進の

ための魅力情報の発信ということで、橋本市

への定住化促進対策の一環として、本市が実

施している他の自治体に誇れる施策や、歴史

あるいは文化、そして観光といった、そうい

った魅力というものを取りまとめて、カタロ

グやチラシなどを制作して、主に市外の主要

な駅やイベント、それからホームページなど

を活用して、積極的にＰＲを行おうとする取

り組みでございます。 

 そして、最後の三つ目の柱でございますが、

これは市民とともに考えるまちづくりという

ことで、今の現行の総合計画の実現のために

は、やはり市民の力が生きるまちづくりとい

う、こういう取り組みが非常に重要であると

認識しております。そしてまた、次の総合計

画の策定におきましても、やはり市民の声を

－160－ 



どのように反映させていくのかというのが課

題となっておりまして、そこで、市民の皆さ

ま方の力を生かせる手段を検討していこうと

いう、こういう取り組みで、それぞれの地域

におきまして、まちづくりに関する研究会、

ワークショップ的なことを行って、その仕組

みを３年間かけて構築をしていこうというふ

うに考えております。 

 この３本の柱をあわせて「はしもとまちづ

くりプロジェクト」と呼んでいるんですけど

も、この推進事業委託というのは、主に二つ

目の柱として挙げさせていただいた定住促進

のための魅力情報の発信という、この事業を

軸としまして、側面から人的支援することを

目的としたものでございまして、これは、計

画書を昨年の12月に県宛てに事業計画を提出

しておりましたところ、この３月に承認の内

示がございまして、それで、この６月議会に

上程をさせていただいているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）14番 中本浩精君。 

○14番（中本浩精君）すごくわかりやすいご

説明いただきまして、ありがとうございます。 

 本当に今、はしもとまちづくりプロジェク

ト推進事業、期待しておりますので、よろし

くお願いしておきます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）まずは同じ部分から質

問させていただきます。「はしもとまちづくり

プロジェクト」、今ご説明いただきましたけれ

ども、その中に三つの柱があるというのはわ

かったんですが、この金額、968万5,000円の

積算根拠的なもの、具体的に何にこれだけの

金額が使われるのか。この事業自体が緊急雇

用創出ということなので、具体的中身が、そ

れが人に使われるものなのか、事業に対して

使われるものなのか、ご説明をお願いいたし

ます。 

 あと３点、同じページですので、秘書に要

する経費の庁用器具費24万円、これも具体的

中身を教えてください。 

 それと、集会所新築改修補助金の315万

5,000円、これについても、どこの集会所で改

修、新築等が行われるのかお尋ねさせていた

だきます。 

 一番最後の、電算管理運営に要する経費の

100万円に関しては、恐らくＯＳ等の更新に関

係するものかなとは思うんですけれども、こ

ちらについてもご説明いただけますでしょう

か。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）まず、１点目

のまちづくりプロジェクト推進事業に係る経

費の内訳でございますが、この事業の約60％

にあたります約550万円、これを新規の雇用の

人件費に充てるふうに考えております。それ

から、いわゆるＰＲ用のパンフレットなどに

ついて約100万円、そして、その他コンサルタ

ント的な経費が約100万円と、あと、その他雑

費として、その他の経費を計上いたしており

ます。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）集会所新築改修補

助金についてご説明させていただきます。新

築される集会所は、恋野区の恋野９班集会所

でございます。それが301万2,000円の補助で

ございます。それから、城山台集会所につき

ましては改修ということで、トイレを改修す

る費用で14万3,000円の補助でございます。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）まず、秘書に要す

る経費、庁用器具費24万円でございますが、
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これは、先頃伝統工芸に認定をされました紀

州へら竿について、市長室に展示をさせてい

ただくということで、今回せっかく指定をい

ただきましたので、広く市長室に来られた方

にＰＲをしたいということでの費用でござい

ます。 

 ちょっと続きまして、ＰＲをさせていただ

いて申しわけないんですけど、上の手数料で

ございますが、これにつきましては、同じく

高野口のパイル生地、これが国会議事堂の椅

子にも使われておるというようなこともお聞

きしておりますし、有名な生地でございます

ので、今回、市長室の応接セットを張り替え

させていただいて、これもお見えになった

方々に、へら竿とともにＰＲをさせていただ

きたいという趣旨でございます。 

 それから、電算に要する経費の委託料でご

ざいますが、これにつきましては、25年度の

当初予算のほうでも上げさせていただいてあ

るわけでございますが、次世代端末を導入す

るということで、電算の端末につきましては、

現在、基幹系と情報系という形でネットワー

クが二元化されておりまして、そのかげんで、

それぞれ操作する端末につきましても、それ

ぞれの机の上に両方の業務がある場合、２台

が必要というようなこともありまして、なか

なかちょっと効率化が図られておりません。

それから、ＯＳの更新等でセキュリティの問

題もございますので、この際、一つの端末で、

これはシンクライアントと言われるような端

末なんですけども、ＯＳが既存のＯＳでない

形のものを使いまして、クラウドにも将来的

には結合できるという端末でございますけど

も、そういう端末の導入を図るということで、

それにつきまして、総額１億375万円の債務負

担行為の予算をお認めいただいてあるわけで

ございますが、大きな設備の導入でございま

すので、調査研究をコンサルタントに委託い

たしまして、間違いのない形で導入を図って

いきたいということでございまして、そうい

う研究のための費用として100万円を計上さ

せていただいております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ご説明ありがとうござ

います。まず、一つ一ついきます。 

 はしもとまちづくりプロジェクトの、その

60％、550万円、新規雇用というのは、これは

市の職員を新規雇用されるのか、それとも民

間企業等の部分へ補助を出すとかそういう中

身になるのか、その点、ちょっと抜け落ちて

いると思いますので、そこを確認させていた

だきたいと思います。 

 あと、へら竿の購入費とあわせて、パイル

織物で市長室の応接セットをし替えるという

お話ですけれども、ここにきてこれだけの金

額がかかってくるので、しっかりと効用とい

うか、それを置いたのであれば、やはり市民

へ知らせていく、それと市外の人にもできる

限り知らせていくという、これは広報費に準

ずるようなものだと思いますので、その点を

お願いさせていただきたいと思います。 

 以上、２点だけ、再度お聞かせ願えますか。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）まず１点目で

ございますが、おただしの雇用の方法につい

てのことだと思います。雇用につきましては、

これは市が直接雇用するわけではなくて、業

者へこの事業を委託するとして、そして、業

者のほうからハローワークを通じて新規の従

業員の雇用を図るということで、雇用するの

は委託先の業者ということでございます。 

○議長（石橋英和君）企画部長。 

○企画部長（森川嘉久君）へら竿とそれから

パイル生地の関係でございますが、こちらに

つきましては、市長室へお見えになったお客
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さんに話題提供という形で、ちょっと広報を

図りたいということでございましたけども、

広くということでございますので、せっかく

購入をしていきますので、入った段階で、ま

た広報であるとかインターネットであるとか、

広く媒体を使って広報させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）すいません。ちょっと

17番議員の質問で、私もちょっと聞き取りに

くかったんですけども、お答えをちょっと聞

きたいことが増えたというか何というか、そ

の委託の550万円、人件費というふうに先ほど

おっしゃっていただいたんですけど、どこに

委託して、内訳というんですか、何を目的と

しておるのか、何人雇うのか、そこらちょっ

と教えていただけますでしょうか。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）委託の目的と

いうのは、先ほど説明させていただいた、こ

のプロジェクトを側面から人的な支援をする

ということが目的でございます。委託先につ

きましては、基本的にまちづくりに係るコン

サルタントを予定しておりまして、人数につ

いては現在のところ４名を予定しております。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

の際、10時50分まで休憩いたします。 

（午前10時33分 休憩） 

                     

（午前10時50分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 次に、３款民生費、４款衛生費、10ページ

から15ページまで、質疑ありませんか。 

 21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）15ページの19節の負担

金補助及び交付金、風疹ワクチンの接種緊急

助成金なんですけども、今の現状、どれくら

いの方がワクチンの接種を希望されているの

かということと、あと報道でもされてました

けども、ワクチンの製造には半年から１年か

かるということで、このまま風疹の流行が続

けば、ワクチンが足りなくなるという報道が

あったんですけども、本市においてはどのよ

うな状況なのかお教えください。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）本市の状況で

ございますが、きっちりとした数はわかりま

せん。わかりませんが、わかりませんという

のは、風疹にもうかかられた方もおられます

ので、どの程度の方がこの風疹ワクチンを接

種していただけるかというのは、はっきりわ

かりませんが、まず出生数が450程度ございま

して、これは言っていいかどうかわかりませ

んが、流産等の方が50名ぐらいおられるとい

たしますと、妊婦の方が大体500人ぐらいおら

れると。だから妊婦の夫は500人ぐらいおられ

るであろうということと、それから19歳以上

50歳未満の女性が１万2,081名おりますので、

対象者はだいたい１万2,581名というふうに

見込んでおります。 

 ワクチンの状況でございますが、本市のと

ころで今届いております中には、ワクチンが

不足しているというような話は、こちらのほ

うへは届いておりません。マスコミでは一生

懸命製造しないと足りなくなるというような

ことを言われてますが、今のところ、橋本市

の医療機関の中では不足しているという話は、

まだ聞いておりません。今後そういう事態が

あり得るということは考えておりますが、今

のところございません。 
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○議長（石橋英和君）21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）今後の話で、未定とい

うか、わからないのはわかるんですけども、

不足した場合は、接種を希望される方という

のを特定していくというか、優先順位をつけ

て接種していかなければならないと思うんで

すけども、そういったことは今後考えられる

んですかね。もし、不足した場合は。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）優先順位をつ

けるということは今現在は考えておりません

が、つけるといたしましたら、やはり妊婦さ

んの夫は優先順位の第１番になるかなと。そ

れから、19歳から50歳未満の女性の中でも、

結婚されて妊娠される可能性が高い方につい

ては、優先順位が高いというふうに考えてお

ります。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ７番 山田君。 

○７番（山田哲弥君）同じページの19節でご

ざいますけれども、これは緊急助成事業とし

て県から5,000円、そして市から5,000円とい

う支援をしていくと。合計１万円という形で

あると思うんですけども、それにつきまして、

ちょっと耳に入ってきた話ですけども、医療

機関によって１万円以上超えるような医療機

関もあるということですけれども、これは１

万円を超えると、あと例えば自己負担という

形になると思うんですけども、それについて、

当局のほうから医療機関に対して、１万円以

内で接種できるようにというような指導はで

きないものでしょうか。お伺いします。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）１万円以上の

医療機関に、１万円以内にするようにと指導

できないかというおただしでございますが、

この風疹のワクチンにつきましては自由診療

ということで、医療機関で独自に定めること

ができるということになっております。保険

がきかないということで、自由に定めること

ができますので、そこまで市のほうが指導す

ることはできません。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 22番 中本正人君。 

○22番（中本正人君）関連質問をお願いしま

す。まずはじめにお聞きしたいんですけども、

この3,775万円という予算の根拠はどういう

根拠になるのか、これについてまずお聞きし

たいと思います。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）根拠について

のおただしでございますが、根拠と言われま

すと、ちょっとなかなか難しいところがある

んでございますが、先ほど言わせていただい

たように、対象者数はわかっておりまして、

だいたい１万2,581人と。その中にも、もう既

に風疹にかかられたとか、もう去年打ったよ

とか、そういう方がどれぐらいおられるかと

いうのは、ちょっとよくわかりませんので、

本市のほうでは予防接種実施率を30％ぐらい

と見込んでおります。3,775人ぐらいが接種に

来ていただけるのではないかということで見

込んでおりまして、それに対して、県の5,000

円と市の助成金5,000円を足しまして１万円

で掛けますと3,775万円ということになりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）22番 中本正人君。 

○22番（中本正人君）私も、この数字を見ま

すと、約３分の１だと推定してましたんです

けども、もし、これが増えるようであれば、

どうなっていくのかなというのはどうですか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）私どもといた

しましては、とりあえずは30％でいけるかな

ということで予算化させていただいたんでご

－164－ 



ざいますが、今後この風疹が蔓延するという

ことで、増えるということも考えられますの

で、情勢を見させていただいて、補正という

ことも考えていかなければならないかなと考

えております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）13ページの1105、学童

保育に要する経費ということで、城山地区学

童保育所新築工事設計監理委託料178万1,000

円なんですが、学童保育の専用の館というこ

とで、大変ありがたいお話なんですが、これ

からやはり考えていかんなんのは、少子化の

問題だと思うんです。特に、城山は高齢化率

が大変高いということなので、そんな中で、

今後も学童保育の専用の館を建てていくのは

いいんですが、少子化になってきますと生徒

数が減ってくる。そしたら本体の校舎の教室

が大変あいてきて、がらがらになっておる中

で、学童の専用の館があるというのも、ちょ

っと今後やはりいろいろ考えていかないかん

問題ではないんかなと思うんですけども、そ

んな中で、城山小学校の児童生徒数の推移と

いうのをどのように把握しているんか、でき

ましたらそれもお聞かせ願いたいと。 

 今後、橋本市内の学童については、ほかの

ところ、専用の館のないところも何校かある

んかなと思うんですけども、それも建ててい

くとなると、ちょっと大変なお金になってく

るので、いろんなことを考えられるというか、

空き教室をちゃんとしたものに改築をしてい

くとか、いろんな方法をとっていかんと、将

来的にその館がまた余ってくるといいますか、

空き教室がたくさん出てくるという問題も考

えておかんといかんと思うので、特に城山に

ついては、学童の子どもが増えてきておると

いうことで、大変喜ばしいことなんですけど

も、将来見越して、そういう予測をされてお

るかどうか、すいませんがよろしくお願いし

ます。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）城山台の人数

の推移でございますが、ちょっと私、資料が

見当たりませんので。ありました。城山小学

校の推移につきましては、平成24年度に城山

台の新入生が44人おりまして、平成25年度に

新入生が76人になるということでございまし

て、城山台の生徒数については、私どもも、

その学童の加減がございますので、昔から第

２学童という話がございましたので、ずっと

推移を見守っておりました。近年、24年度に

44名だったのが、25年度に新入生が76人にな

るというような状況を見まして、多分城山台

のほうで一旦外へ出られた方が、若い方、そ

の二世代目かな、戻ってこられた方がかなり

おられるようで、また城山台の人口が復活し

ているというようなことで、私どもも城山の

学童については、第２学童が要るんではない

かという決定をさせていただいたわけでござ

います。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）地域の出生率、出

生数から小学校の児童数の見込みをしたもの

がございますが、ちょっと今、手元に持ち合

わせございませんので、後ほど答弁をさせて

いただきます。 

○議長（石橋英和君）６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）所管課が24年と25年し

か把握してないといいますか、その辺で必要

性があるということでなったんですけども、

やはり、もう少し長期的な展望に立って考え

ていかなくてはだめな問題ではないんかなと

思うんです。 

 実際いいことなので、大変学童を頑張って

いただいておるので、子育て支援から考えま

すといいことなんですが、やはり一つの館を
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建てるとなってきますと、大変なお金がかか

りますので、それも含めて、やはり今後、各

小学校の教室の問題、利用といいますか、空

き教室も含めて、少子化になってきてるので、

各小学校の教室はどのように活用しているん

なということもきちっと調査した中で、学童

の専用の館が要るんであれば、どうしても学

校の校舎だけでは間に合わんというんであれ

ば、建てていかなくてはならんと思うんです

けども、その辺も含めてトータル的に考えて

いかんと、何でもかんでも学童のために新設

というのは、ちょっと私は財政運営上いかが

なものかなと思うので、十分その辺も含めて

やっていっていただけるんかどうかお願いし

て、ちょっと答弁、教育長。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）学童保育につ

きましては、まず第一番に考えますのは空き

教室。議員おっしゃられたように、空き教室

を使うということを考えております。その上

で、空き教室がどうしてもできないとか、何

らかの理由で使えないということであれば、

建物を建てさせていただくという方向で考え

ておりまして、城山台につきましても、空き

教室、今１室使っているんですが、満杯とい

う状況で、ほかにも空き教室を教育委員会、

それから学校等と検討いたしまして、話し合

わせていただきました中で、どうにか使えな

いかということで検討したんですが、どうし

ても使える教室がないということで、今回建

設にという方向で決まったわけでございます。

ほかの学童につきましても、同じような過程

で建設しておりますので、ご了解いただきた

いと思います。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）今、健康福祉部長

が答弁したとおり、教育委員会にも空き教室

の利用というところで相談がございました。

学校長とも協議をいたしましたが、城山小学

校につきましては、老人福祉施設として一部

転用しておる教室もございまして、現時点で

余裕のある教室がなかったというところでご

ざいました。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ５番 森下君。 

○５番（森下伸吾君）15ページ、先ほどの風

疹のところになります。関連してなんですが、

これは５月21日から対象者ということになる

と思うんですが、この風疹の問題が出てきた

のが春先ぐらいでして、もう既に４月ぐらい

に打ってしまったという方もおりまして、そ

ういう方に対して、例えば今年の春、４月か

らはさかのぼって対象とかはできないのかと。

和歌山市などは、これは県とは別に、和歌山

市独自で補助を出しているということもあり

ますので、できましたらここは、橋本市もさ

かのぼって対象者を４月１日ぐらいからして

いただければと思うんですが、その点、いか

がでしょうか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）議員のおただ

しでは、４月１日から実施してはということ

でございますが、私どもといたしましては、

県が５月21日ということで発表いたしました

ので、県と協議の上、５月21日ということで

決めさせていただきました。 

 先ほど、領収書ということで言われたんで

すけども、領収書につきましては、これは５

月21日から実施するということで、発表して

すぐに各医療機関へ電話いたしまして、５月

21日以降については、すべての方に領収書を

発行してくださいということで伝えておりま

すので、領収書がないということはないとい

うふうに現在は考えております。ということ

で、５月21日から実施したいと思いますので、

どうかよろしくお願いします。 
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○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。  それからもう一つ、今の学童の場所でござ

いますが、今の学童の場所については、その

まま第１学童として使っていただくというこ

とで考えております。第１学童と第２学童が

連携とれるような場所で、不便のないような、

支障のないような場所ということで、第２学

童の場所を今検討中でございます。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）先ほどの城山学童に関

連して、もう一度質問させていただきます。 

 今回の学童を新設するという点において、

具体的な、学校のどの部分に新設を予定され

ているのか、お尋ねさせていただきます。そ

れと、大きさ程度はどの程度のものなのか。

というのも、この城山小学校を土曜日等でい

ろんな行事で使わせていただくときに、駐車

場として使う際、グラウンドのほうに入って

いくと、今の設置場所だと、子どもたちが外

で遊んでいて結構危ない状況があるんです。

グラウンドに入ってくるところに近ければ、

それだけ児童、学童の子どもたちのそういっ

たケアというか、配慮をしていかないといけ

ないと思うんですけれども、かといって校庭

の部分も、大きいとはいっても少し形が違う

というか、長方形とかそういうのではなくて、

少し形がずれているかと思うので、使われる

となると、どこに置くのかというのがかなり

難しいのではないかなと思うんですけれども、

この場所と大きさについてお尋ねさせていた

だきたいのと、それと現行使っている教室は、

今後どのように使っていく予定としているの

か。この３点、お尋ねさせていただきます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）ということでいきます

と、現状の学校内も残して、第１、第２とい

うことで増えていくということですね。 

 それで連携とりやすい場所というと、現行

の場所でいけば、グラウンドへの入り口部分

にどうしても該当していくのかなと。そのあ

たり、かなりちょっと配慮していただかない

と、それか、これまでの駐車場への進入路等

も考慮していかなければ、日常、外に子ども

たちが出ていっているところで、学童のスタ

ッフの方々が必ずしも目が届いているとは思

えない状況もあるので、そういった点は教育

委員会も、もう少しこの学童の場所の設定等、

学校の中での事故を未然に防ぐために、少し

配慮していただければと思います。 

 その点、教育委員会としての考えをお尋ね

させていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 ○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）まず第１点の

場所でございますが、場所については、今、

学校それから教育委員会と相談中でございま

して、おっしゃられたように、なかなか場所

を決めるのが難しいということがございます。

使い勝手が良く、それから小学校の教育に支

障を来さないような場所ということで、今検

討しております。 

○議長（石橋英和君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）かつて学校敷地内で、

車で１年生の子どもが社会教育関係者にはね

られて死亡したという、そういう事故も過去

にございました。やっぱりそういったことか

ら大いに前例として学んで、どういうところ

へどういう建て方をして、そして、子どもた

ちがいわゆる事故に遭わないような配慮、何

ができるのか。その点については十分学校、

また健康福祉部と教育委員会と協議して、場

所等の決定、あるいはその後の運営について

 それから、大きさでございますが、だいた

い85㎡から90㎡の間ぐらいが適当であろうと

考えております。 
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協議していきたい、そのように思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）先ほどの風疹ワクチン

の件についてお尋ねいたします。 

 一つは、県が５月21日から打たれた方につ

いては補助を出すということで、市もそれに

追随しているわけですけれども、これは無法

国家のやり方でありまして、予算も通ってな

いのに、それを県知事が発表して補助をして

いくと。市もそれに追随していくという形に

なっているわけで、緊急性があるので、結果

オーライといえばオーライなんですけれども、

決して無法国家ということはいいことではな

いのは間違いないですね。 

 このことについて、本来であれば、風疹が

はやっていて、風疹ワクチンがあるので、で

きるだけ妊婦になる可能性のある方、妊婦の

方は受診してくださいよという広報に力を入

れられるのが筋でして、そして、ちゃんと予

算が通ってから執行していくというのが本来

ですよね。これは独裁国家といいますか、法

治国家じゃないやり方でございます。で、こ

のことに対して、市として県に対してどうい

う申し入れをされたのか、されてないのかと

いうことを一点、お尋ねいたしたいと思いま

す。 

 もう一点は、報道によりますと、国の厚生

労働省のほうでは、風疹ワクチンの副作用が

発生しているということで、ワクチン接種を

あまり勧めないというようなことが報道され

ておりますが、市としては、まず厚生労働省

のほう、国の保健行政として、その風疹ワク

チンの接種についてどういう方針であるのか。

また、市として風疹ワクチンの接種の奨励を

どうしていくんかということをお尋ねいたし

たいと思います。 

 もう一点は、補助のあり方についてですけ

ども、先ほど来、ご答弁にありましたように、

風疹ワクチンは自由診療であります。自由診

療でありますから、事前にちょっとお聞きし

たところによりますと、市内の医療機関にお

きましても、7,000円以下で接種できるところ

もあれば、１万2,000円弱かかるというところ

もあるというふうにお聞きしております。そ

んな中で、県が5,000円、市が5,000円の補助、

合計１万円の補助があるということになって

きますと、自由診療というのは、それで市場

メカニズムを働かせるべき医療行為というこ

とになると思うんですけれども、公の補助が

ありますと、市場メカニズムが働かないよう

な作用をもたらすというふうに判断すること

ができます。ですから、一定の、例えば最低

で接種していただけるところは7,000円であ

れば、7,000円あるいは8,000円ぐらいまでの

補助があるというふうにしていくと、接種さ

れる方はどこが安いのかなということを口き

きでもお聞きいただいて、安いところに打ち

に行くと。市場メカニズムが働くわけですけ

ども、こういうふうな一律の補助、生ごみ処

理機の補助もよく似た形なんですけども、や

はり、そういうメカニズムが働く補助のあり

方というものを考えていくべきではないかと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 この３点についてお尋ねいたします。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）まず、第１点

の、県への申し入れはしたのかということで

ございますが、正式には行っておりません。

ただ、担当者のほうで、こんな急にすること

なく前もって知らせてよ、いつも言うてるや

ろう、というレベルの話でございまして、そ

れ以上は言っておりません。 

 それから、もう一つ、副作用の話を議員言

われたんですけども、今、副作用でマスコミ

等で騒いでおりますのは、子宮頸がんのこと
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でございまして、風疹ではございませんので、

風疹のほうは副作用はございません。 

 それから、補助金のあり方で、市場メカニ

ズムという話でございますが、本市もどれぐ

らいばらつきがあるかということで、電話で

市内の医療機関に問い合わせを行いました。

平均を出させていただきますと8,113円とい

うことでございまして、だいたい8,000円前後

が多かったんでございますが、これにつきま

しては、ふだん私どもが前もってちゃんと準

備をいたしまして、ワクチン接種をする場合

につきましては、伊都医師会とか、それから

いろんな関連機関と連携をとりまして、単価

につきまして契約を行いまして、その上でワ

クチン接種をしております。他のワクチンに

ついては、だいたいそういうふうな形でして

おりまして、今回は緊急ということでそうい

うことをする余裕がなかったもので、自由診

療のまま実施させていただいたということで

ございますので、どうかご理解いただきたい

と思います。 

○議長（石橋英和君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）副作用の件につきまし

て、私の勘違いで申しわけございませんでし

た。 

 一つは、やっぱり県にきちっと正式に、こ

ういうことは今後絶対やめてくださいと、好

ましくありませんということは申し入れすべ

きだろうというふうに思いますね。 

 もう一点、価格についてですけども、補助

の金額についてですけども、ちょっと答弁が、

聞いてあれっと思ったのが、今後医師会と契

約をして、固定価格というようなこともお考

えなのかどうか。お考えなのかなというよう

な答弁だったので、それはどうなのかなと。 

 私が申し上げているのは、できるだけ自由

診療のメリットを生かす補助を考えていただ

きたい。これとは別ですけども、生ごみ処理

機の補助なんかもそうなんですね。できるだ

け安く買っていただいたら、安いほうが消費

者のほうは得であると。あるいは、ワクチン

接種についても、市内のできるだけ安いとこ

ろで打ったほうが得であると。高いところで

打てば個人負担が生じるよというふうな価格

設定にすれば、おのずと、おのずとというか、

低い価格に収れんされていくと考えられるの

で、今の１万円までの補助があれば、どうし

ても接種者はどこで打ってもええやというこ

とになりますし、医療機関のほうも、１万円

まで市の補助あるから１万円でもええやろう

というような判断に陥りがちであろうと思う

ので、そこのところはよく考えていただきた

いなというふうに思いますが、いかがですか。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）県への強く申し入

れという件でございますけども、以前、同じ

ようなケースがございました。そのときにも

県知事が早々と表明して、そのときに２分の

１補助というような形で、そんな事業があっ

たわけですけども、２分の１補助となります

と、県が勝手に決めて、２分の１が市町村が

ついていかんなんということになりますので、

これについては、ぜひとも事前に各市町村を

集めて説明をしていただきたいということで、

強く申し入れをさせていただきました。財政

課サイドから申し入れをさせていただきまし

た。それは、県への予算要求に対しての意見、

要求の中で、今現在も要求してございます。 

 もう一つ、今回は県のほうは２分の１とか

というのはないんですけども、県が5,000円を

するということになりますと、残る分につい

ては、市町村が何らかの措置を講じていかん

なんということになりますので、２分の１と

いうあれはないですけども、これについても、

やはり事前に各市町村に説明していただくべ

きであろうというようなことと思います。そ
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う考えております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

（「答弁まだ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）先ほど議員が

申されましたように、低い価格へ収れんする

方向で持っていくべきではないかなというこ

とでございますが、医療機関に対して、私ど

もが値段について、自由診療ですので、まず

は第一点は、もうどうこう言うことは法的に

できません。 

 それと、低い価格へ収れんというのは、補

助金という形になりますと、どうしても補助

金優先の価格になりがちでございますので、

私たちとしては、いつもそういうことのない

ように事前に県下で協議をした上で、各市町

村、伊都医師会とかと、まず契約をさせてい

ただいて、単価を決めさせていただいて、補

助金を出させていただいております。それが

一番安く価格決定できると今考えておりまし

て、そういうふうにさせていただいておりま

す。 

 今回についてでございますが、今回につい

ては、来年の３月31日までの期間限定でござ

いますので、現段階ではその統一価格を設定

するということは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、次

に６款農林水産業費、７款商工費、14ページ

から17ページまで、質疑ありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）17ページ、商工費の観

光振興に要する経費、コミュニティ助成事業

補助金250万円についてお尋ねさせていただ

きます。こちらのほうの今回の事業に関して

は、歳入のほうで、７ページですけれども、

市民生活環境課で同額の250万円上がってお

ります。ここで見ますと、商工観光課も同じ

250万円ということなので、これは同一のもの

なのかどうなのかという点と、具体的中身に

ついて、ご説明いただけますか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）観光振興に要する

経費ということで、コミュニティ助成事業補

助金ということで商工観光課のほうから250

万円が上がっております。歳入のほうの250

万円、市民生活環境課のほうに歳入のほうで

250万円上がっておりますけども、同一の事業

になります。歳入は市民生活環境課のほうで

受けて、事業実施は商工観光課のほうで250

万円の事業を実施していくということになり

ます。 

 事業実施内容につきましては、これはコミ

ュニティ助成事業、助成金になるんですけど

も、施設またはイベント等のソフト事業のチ

ラシ、看板等に要する費用ということで、今

回、実施団体として、河瀬地区の祭りの関係

のはっぴの整備に250万円が決定をされてお

ります。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）歳入のほうの

市民生活環境課で受けている件でございます

が、これにつきましては、先ほど経済部長が

申し上げましたように、コミュニティ助成事

業ということで、和歌山県のほうが取りまと

めていただいております。これは財団法人自

治総合センターの宝くじ社会貢献広報事業と

して、この事業がございます。 

 これにつきましては、さまざまな事業がご

ざいまして、その中で、今申し上げました一

般コミュニティ事業と、あとコミュニティセ

ンター事業が、市民生活環境課のほうが窓口

となって取りまとめを行っておりますもので、

歳入のほうも市民生活環境課のほうで受けて
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おるところでございます。 

 実施につきましては、先ほど申し上げまし

たように、商工観光課のほうで補助金、助成

という形で歳出のほうを予算を組んでいると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）これまでもコミュニテ

ィ助成金というのはあったかと思うんですけ

れども、これまでは、恐らく以前の市民安全

課のところだったので、総務費において歳入

が計上されていたものが、今回からこの形に

移行したという受け取り方でよろしいんでし

ょうか。それによって市の市長部局側として

は、今後、市民生活環境課という名目で上が

ってくるというふうに受け取ってよろしいで

すか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）議員おっしゃ

るとおりでございます。以前、市民安全課の

ほうが消費協働推進、ちょっと係、申しわけ

ございません、ど忘れしまして申しわけない

んですが、今回の機構改革によりまして、市

民生活環境課のほうへ変わりましたので、そ

の業務を持って市民生活環境課ということに

なりました。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）同じく関連してなんで

すけど、コミュニティの助成金ということは、

商工観光課で上がっている、これは先ほど部

長のご答弁で、河瀬区のはっぴ代ということ

やと思うんですけども、応募というんですか、

ほかにも、河瀬区以外にもこういうの欲しい

と、各区・自治会でだんじりさんやら何やら

やっておるところがあると思うんです。こう

いうありがたい助成金があるんやったら、う

ちも欲しいというところがほかにもあると思

うんですけど、何をもってふるいにかけてお

るというか、優先順位がどこにあるのかなと

か、ちょっと教えていただけたらお願いしま

す。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）この助成事業

につきましては、年度途中でいつあるかとい

うのは、はっきりしたところが期日というの

が決まっておりませんので、県のほうから、

こういう事業がありますということで通知が

来たときに、それぞれの分野に関しまして、

各課に連携を図ってお知らせしております。

その関係課で、その関係団体にこういう助成

事業があるということを通知していただいて

というか、広報していただいて申し込みをし

ていただいております。 

 今回につきましても、４団体の申し込みが

ございまして、河瀬区と下中区、清水だんじ

り祭り愛好会、古佐田区と四つの団体の申し

込みがありまして、この四つの団体を市から

通じて県へ申請を行います。それで、どの団

体を決定するかということにつきましては、

県が選定をしておりまして、市に決定権がご

ざいませんので、今回は河瀬区ということに

なっております。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）16番 堀内君。 

○16番（堀内和久君）おっしゃることはよう

わかりました。ということは、ちょっと言葉

誤りあったら申しわけないんですけど、県の

審査によって外れたところは、再度またこう

いう補助金あるときは、また来てくださいね

という解釈でよろしいんですか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）おっしゃると

おり、毎年申請していただいても結構だとは

思いますが、ただ、県下の市町村になります

ので、毎年橋本市から選定されるということ
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ではありませんので、その辺は何年に一回に

なるか、何十年に一回になるかということに

なろうかと思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 20番 樽井君。 

○20番（樽井豪男君）17ページの企業誘致に

要する経費で、あやの台北部用地開発調査委

託料、主にどういう内容か。それと、この開

発に伴って、以前議員のほうに説明のあった

中で、総額40億円の中で、県10億円、たしか

市が10億円というような感じでしたんですけ

ども、この調査費に対しても、県とか企業、

南海から、ちょっとお金はいただけないのか、

そこらあたりちょっとお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）理事。 

○理事（吉田長司君）この内容でございます

が、１年後に債務協定を締結する方向で３社

が協議していくということになってございま

す。そういうことで、当初は話し合いとか、

そんなんだけでいけるのじゃないかなという

ような考えの中で、この部分については詰め

てなかったわけでございますけれども、ただ、

地元へ説明しに行く、それから概算事業費を

算定する、それから実施計画を算定していく

中では、やっぱり基本計画というんですか、

基本計画的なものを策定しなければ、もちろ

ん議会にも報告、説明する中でも必要ではな

いかということで、急遽この６月議会に予算

を計上させていただきました。 

 ということで、今年１年、25年度の中で、

現在はいわゆる法のクリアの問題、言葉でで

きる部分、農林水産省なんかを協議にしてお

るわけでございますけども、それとあわせて

債務協定に向かっての基本計画的なものをま

とめ上げると。それで判断材料に最後はして

いくような形になろうかと思いますけども、

それを特に下半期については、そういうこと

をやっていかなければいけないということで、

どうしても、少しでも早く発注したいという

ことで、６月補正に計上させていただきまし

た。 

 それで今回は、この予算につきましては、

企業誘致基金をということで計上してござい

ますが、現在、県・南海と今年度の進め方、

体制も含めまして、この金も含めまして負担

の話をしてございます。ということで、南海

におきましても、県におきましても、それは

できないよという話になってございませんで

して、今度の実施設計もそういうことになっ

てございますので、それとあわせてこれをや

っていくか、今年度市が立て替え払いしてい

ただいたら、それは債務協定の中でやってい

く。それがだめになっていくんでしたら、今

年度だけはまた予算計上していくというよう

な形で、今、負担についても協議中でござい

ます。感触的には、いい感触になってござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）20番 樽井君。 

○20番（樽井豪男君）後付けになるんか、全

体的な総事業費の中で、そういった負担割合

を決めるということで、それはいたし方ない

と思うんですけども、一つ、概算事業費をす

るときに、結構昔、以前、南海の開発のとき

に、やはりいろんな地元要望もあったと思う

んですよ。そういったものも加味した中で概

算の計算をしていくんか、それによってかな

り大きな事業で、お金も膨らんだりというこ

ともありますので、やはり、もしそういうこ

とであれば、そういったことも加味した中で

の事業費をすべきじゃないんかなとは思って

おりますので、そのあたりをどないお考えな

のか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（石橋英和君）理事。 

○理事（吉田長司君）現在示させていただき

ました概算事業費につきましては、本当に机
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上での話でございます。ということで、地元

要望関係も南海から聞きましたら、ため池の

改修なんかもございます。そういうことで、

それが果たして何ぼかかるかというのは、ま

だ反映されてない部分もございますので、こ

の１年間の中で、その地元要望も、すぐ聞い

ていくということじゃないです。これも協議

して決定していった中で、そういうような中

にどういうふうに反映していくかということ

になってこようかと思います。 

 そういうことで、そういうものも含めて概

算事業費の見直し、見直しといったらおかし

いですけど、精度の高いものに持っていきた

いなということでの基本設計費用でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）先ほど、民生費の

ところで６番議員からご質問のありました、

城山小学校の児童数の見込み、推移でござい

ますけれども、平成26年度、来年度に入学さ

れる予定の子どもさんが、出生数からします

と42名、同じく27年度入学が53名、28年度入

学が40名、29年度入学が40名、30年度入学が

44名ということでございます。 

 これは平成24年８月現在の出生数から調べ

た数字でございますが、その時点で25年、今

年入学される子どもさんの見込み数が67名で

ございました。先ほど健康福祉部長が答弁し

ましたように、今年度、城山小学校に入学し

た子どもさんが74名ということで、若干の転

入があったということが言えます。極端に城

山小学校につきましては増減がなく、ほぼ横

ばいで推移するという見込みでございます。 

○議長（石橋英和君）次に、８款土木費、９

款消防費、16ページから21ページまで、質疑

ありませんか。 

 19番 小林君。 

○19番（小林 弘君）19ページの2364、市道

馬場茂原線改良工事に要する経費ということ

で、測量設計委託料が863万1,000円と工事費

900万円ということで、それの内容のほうをち

ょっと教えていただきたいんですけど、工事

費の。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）今回計上させてい

ただきましたのは、県事業として現在工事等

していただいております、左岸の広域農道へ

のアクセス道路ということで、左岸の広域農

道の利活用をさらに促進するという意味で、

中間地点でありますこのあたりにアクセス道

路が欲しいということで、県費補助がいただ

けることになりましたので、今回６月補正で

計上させていただきました。 

 内訳につきましては、全延長が約950ｍ、幅

員については車道幅員で４ｍ程度を計画して

おります。今回計上させていただきました測

量設計費は、950ｍのうち650ｍ分についての

設計費と、工事につきましては約50ｍ分の工

事費を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）19番 小林君。 

○19番（小林 弘君）そしたら、あとの300

ｍ分の測量設計の委託料が残ってくるとは思

うんですけども、それはどうなるのかという

のと、その50ｍ分、延長950ｍということで、

そのうちの50ｍだけの工事費になると思うん

ですが、今後どのように展開していくのか、

ちょっと教えていただきたい。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）今回、県費補助で

左岸へのアクセス道路ということで申請させ

ていただいて、県のほうでお認めいただいた

わけなんですけども、一応継続的にやってい

－173－ 



くということで申請をさせていただいており

ますので、県補助も継続的にいただけるとい

うふうに考えております。 

 ただ、県補助は工事に関してのみの補助で

ございまして、設計については補助がござい

ません。今回、650ｍ分を計上させていただき

ましたのは、いわゆる左岸の広域部分、下か

ら、風呂谷池のところから上がっていく、風

呂谷池と宮谷池の間のところからなんですけ

ども、左岸の広域農道への接続点までの、ま

ず設計をさせていただいて、事業の進捗状況

を見ながら、残りの300ｍについてもどこかの

時点で測量設計費を計上させていただくとい

う予定で進めたいと考えております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 15番 田中君。 

○15番（田中博晃君）21ページ、消防施設に

要する経費、約８億円の分なんですけれども、

このタイミング、補正でこれが上がってきた

ということは、協議会のほうの話し合いもう

まいこと進んでおって、この金額が上がって

きたんかなと。ただ、本来であれば、当初予

算で上がってくるような内容だと思うんです

けれども、このタイミングで上がったいきさ

つ、有利な起債とかがあったのかどうか、あ

ったのであれば、どの程度経費が削減されて

いくのかというのが、まず一点。 

 それと、これはデジタルの共同運用の部分

がメインになってくるかと思うんですけれど

も、今後、例えば消防車の車載システムであ

ったり、市で持たなければならない部分も予

算的にはかなりあるかと思うんですけれども、

もし現状で、その予算も概算でわかっている

のであれば、お教えいただきたいです。 

○議長（石橋英和君）消防長。 

○消防長（大谷 明君）まず、第１点目の、

今回の補正にありましては、橋本消防、高野

消防、伊都消防の３消防本部の指令業務の共

同運用に伴います消防指令センターに関連す

る整備費と、消防救急無線のデジタル化に伴

います整備費の補正であります。 

 当初は26年度、27年度と予定していたんで

すけども、今回６月補正に計上させていただ

きました理由につきましては、25年度の国の

予算で、消防指令センターの整備と消防救急

無線のデジタル化整備が緊急防災・減災事業

債の対象となりました。この有利な緊急防

災・減災事業債を活用するために、６月補正

にて予算を計上させていただきました。 

 なお、この緊急防災・減災事業債は、起債

の充当率が100％、普通交付税の基準財政需要

額への算入率が70％と、非常に有利な起債と

なっております。当初の計画では、使用する

予定でありました防災対策事業債にありまし

ては、起債の充当率が90％、普通交付税への

基準財政需要額への算入率につきまして50％

という、比べましても非常に有利な起債であ

ると言えます。そして、どれぐらいのメリッ

トがあるかということなんですけども、この

起債を使用することで、橋本市の整備費が、

あくまでも現時点での試算ではありますが、

消防指令センター整備関連費用で約１億500

万円、県のデジタル整備関連で約3,800万円、

合計約１億4,000万円程度の一般財源の持ち

出しが削減できることになります。なお、こ

の緊急防災・減災事業債は、平成25年度限り

の起債となっております。 

 それと、これに伴いまして、消防指令セン

ターの整備と消防救急無線のデジタル化の整

備期間につきましても、当初は26年度、27年

度の予定でしたんですけども、前倒しさせて

いただきまして、25年度から27年度までの３

箇年の整備期間に変更させていただきたいと

思っております。 

 そして、車載システムの件ですけども、こ

の中に、車載システムのほうの予算も含んで
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おります。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 20番 樽井君。 

○20番（樽井豪男君）先ほどの、市道馬場茂

原線で関連して、今回約50ｍということで、

単純に650ｍを割ったら、だいたい12年ほどか

かるなと。それはもう非常に、今までのパタ

ーンでしたらそういう形なんですけども、あ

えてまだ県費いただけるということで、また

こういうパッケージ型ということで、非常に

今までは県費はこういうことはのうなったと

いうことになったんですけども、大変皆さん

ご苦労していただいて、県費までいただくと

いうことで、こういった、恐らく市としても、

私もこういう経験させていただいたんですけ

ども、やはりこの程度しか、なかなか道路改

良というのは前向いて進まないというのは、

よく認識しております。 

 ただし、地元もそういった頭でおってもら

わな、もう５年でできるとかということでは

非常に難しいんじゃないかと。まして、この

県費補助が倍の、ということは1,000万円県費

補助がついたと。それやったら３分の１で済

んで3,000万円の工事という形になると思う

んですけども、今後の展開の中で、県費補助

の左右によって市の工事費が付いていくんか

どうか。それだけをちょっとご説明願いたい

と思います。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）市の内部において、

この事業を今回６月補正に上げさせてもらう

にあたりましても、県費補助があるという前

提での、進めていこうということでございま

す。県に対しても、継続事業としてやってい

きたいということで、現段階ではお認めはい

ただいております。 

 ただし、非常にこの県費枠も少ないもんで

すから、県下的にいろいろ見ていくと、なか

なか増額等も期待も薄いかなと思います。そ

れから、もちろん予算ですので、県の状況に

よっては非常に予算のつかないようなことも

決してないとも限りません。 

 そういったところで、やはり県の補助があ

るという前提で市としても考えていくしかな

いなというふうに考えておるんですけども、

950ｍを完了させるには相当年月かかるんで

すけども、まずは650ｍ分の設計をして、その

中で、工事区間につきましては、特に効果の

早期発現できる部分を地元と協議しながら、

例えば、下から順番にともかく進めていくん

だということじゃなくて、局部改良的なこと

も視野に入れながら、なけなしの財源を少し

でも有効に、効果が早期に発現できるような

方法を考えながら、継続的に進めていきたい

というふうに考えます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）先ほど、消防費、21ペ

ージの2708ですけども、ここのところでちょ

っとよくわからないのがありまして、教えて

いただきたいんですけども、説明要旨のとこ

ろを見させていただきますと、歳入につきま

しては、各事業の特定財源として国、県支出

金、繰入金等を計上したほかというふうにな

っておりますけれども、この歳入の部分を見

ますと、いや、財源を見ますと、国、県支出

金、繰入金というものがないように見えるん

ですが、これはどない解釈させていただいた

らいいのかなというところです。 

 もう一点は、この整備をすることによって、

司令関係あるいは消防体制がどのように変わ

っていくのか、あるいはどのように良くなっ

ていくのかと。具体的にご説明をお願いした

いと思います。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）説明要旨の中で、
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国、県という話ですけど、それはあくまで予

算全体の中で、国、県費ということを説明し

ているわけでございまして、今回、消防の関

係経費の中で、その国、県、それから起債と

いうようなことを説明しておるわけではござ

いませんので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）消防長。 

○消防長（大谷 明君）この補正でどういう

メリットがあるかということなんですけども、

まず、指令共同について、指令共同いたしま

すと、橋本市だけでなく、現在は高野口町も

伊都消防の管轄になっておるんですけども、

伊都消防で起こっている災害についても迅速

に把握できる。今は橋本消防では、高野口で

起こっている災害については、ちょっとタイ

ムラグがあって、なかなか把握できないとい

うのがあるんですけども、指令共同を行うこ

とによりまして、橋本市に指令センターを置

くということになっておりますので、その関

係で、すぐに高野口の事案も把握できる。ま

た、伊都消防、高野消防の事案につきまして

も、橋本市の指令センターに入りますので、

その点につきまして広域的に災害情報が一元

化できる。それと、また応援体制とか、大規

模災害時、直ちに、迅速に応援体制が組める

と。そういうふうになります。 

 また、県のデジタルの整備につきましては、

県下で広域的な災害が起こった場合、県下の

消防が応援に行くと。そういうときにも、今

まででしたら携帯電話ぐらいしか連絡手段が

なかったんですけども、このネットワークが

完成しますと、橋本市が前のような那智勝浦

とか、新宮とかへ応援に行ったときでも、通

常のとおり無線で連絡が本部とできると、そ

ういうふうなメリットがあります。 

 また、南海トラフの大地震につきましても、

そういう事態が発生しますと、全国から緊急

消防援助隊が駆けつけてくれることになりま

す。その点につきましても、無線での連絡体

制というのが構築されるということになりま

すので、そういうメリットがあります。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

の際、午後１時まで休憩いたします。 

（午前11時56分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 次に、10款教育費、11款災害復旧費、20ペ

ージから25ページまで質疑ありませんか。 

 21番 岡君。 

○21番（岡 弘悟君）ちょっと１点お聞きし

たいんですけども、23ページの19節負担金補

助及び交付金の地域の芸術環境づくり助成事

業補助金の内容を教えていただけますか。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）地域の芸術環境づ

くり助成事業でございますけども、本年度に

つきましては、事業内容としてふるさとオペ

ラの石童丸、全体事業費が219万1,000円でご

ざいますけども、このうちの地域の芸術環境

づくり助成金として130万円を助成するもの

でございます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）同じところで、今のご

説明で、実施する団体名をお教えいただきた

いと思います。 

 それと、同じページの部分で、栄養教諭を

中核とした食育推進事業に要する経費に70万

9,000円、こちらのほうの事業内容のご説明を

お願いいたします。 
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 同じページで、緊急雇用創出事業臨時特例

基金事業に要する経費の在地文書等デジタル

化業務委託料1,100万円、こちらもご説明願い

ます。 

○17番（松本健一君）今のご説明で、まず栄

養教諭のほうですけれども、紀見東中学校区

で、今もうちの子どももきのうアンケートの

締め切りだと、けさほども言っていました。

それがやっているこれの経費なんやなという

のはわかったんですけれども、具体的に講師

謝金という形で出ているので、恐らく何らか

の講演会等もしくは児童への授業等があるの

かなと思うんですけれども、これだけ金額が

上がっている、それと旅費というところでい

くと、来ていただく分なのか逆に栄養教諭の

方々がどこかに行って学ぶというものなのか、

その点が不明瞭なので、もう一度詳しい内容

でご説明いただければと思います。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）地域の芸術環境づ

くり助成事業につきましては、文化スポーツ

振興公社で実施をいたします。 

 次に、栄養教諭を中核とした食育推進事業

でございますけれども、今回紀見東中学校区､

紀見東中学校、紀見小学校それから城山小学

校、境原小学校でございますが、栄養教諭が

中心となりまして、児童生徒の朝食の欠食率

をゼロ％にするなど、生活習慣の確立を図る

とともに、朝食や献立の開発を図るという目

的で事業を実施いたします。 

 それと、市史編さんの分に関して、金額的

に1,100万円というのはかなりの金額で出て

いますので、それだけ膨大な資料を現在も保

管しているのかなと。ただ、今出されている

市史編さんの資料ではなくて、それ以外の集

められた書物であったりというところも含め

ての今回のデジタル化と捉えてよろしいんで

しょうか。その点をお聞かせいただけますか。 

 経費の内訳でございますけども、講師等の

謝金で８万1,000円、それから講師等の旅費で

すとか先進事例の視察等で旅費が約12万

8,000円、それから簡単朝御飯レシピ集という

のを印刷いたしますが、この印刷に要する経

費として25万6,000円、それからその他消耗品

等でございまして、全体で70万9,000円という

ことでございます。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）まず、食育推進事

業の謝金でございますけれども、一番大きな

支出を要しますのが、親子クッキング教室を

開きます。これ、各校１回、４回ですね。そ

れぞれ４名といいますか、１回に４名の方が

講師として参加いただく謝金でございまして、

５万6,000円でございます。 

 次に、在地文書等デジタル化業務委託でご

ざいます。総務費のところでも、きょう企画

経営室長からありました同じ緊急雇用創出事

業臨時特例基金による事業で、1,100万円の事

業を行います。この事業につきましては、い

わゆる市史編さんに利活用をさせていただい

た、収集をしたいろんな資料、貴重な資料が

ございます。これを現在紙ベースで保管して

おるような状況でございますけども、デジタ

ル化をして保管し、また今後いろいろ閲覧等

で利用していきたいというところで、いろい

ろ収集をさせていただいた市史編さんに要し

た資料をデジタル化するものでございます。 

 それから、食育の講演会も実施する予定で

ございまして、講師にお支払いをする謝金と

して１万8.000円、それから検討委員会への出

席の謝金ということで7,000円を予定してお

ります。 

 それから、旅費でございますけれども、講

演会の講師の旅費それから検討委員会の出席

旅費のほかに、先進地校を視察する予定でご○議長（石橋英和君）17番 松本君。 
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ざいまして、今の予定では広島の尾道のほう

に予定をさせていただいております。それら

の旅費、宿泊費を含んで12万8,000円の支出予

定となっております。 

 それから、在地文書のデジタル化業務でご

ざいますけども、市史編さんのためにいろい

ろと収集をさせていただいた資料等をデジタ

ル化するということで、具体的に言いますと、

1951年から1996年に発刊されました紀の川新

報、その後きのかわ新聞と名前が変わってお

りますけども、これが新聞の紙面でいいます

と7,000面ございます。それから、その他市史

の作成のための収集しました古文書が約850

点、１点当たり180枚程度の枚数がございます。

それから、その他大畑才蔵関係の古文書です

とか、かなりの点数の物が保存されておりま

して、これらをデジタル化するということで

ございます。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）ないようですので、歳

出を終わります。 

 引き続き、歳入に入ります。 

 ４ページをお開きください。 

 歳入全般について行います。 

 質疑ありませんか。 

 ８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）７ページの市債をお願

いいたします。 

 ここで、合併特例債が３件上がっておりま

す。一つは城山学童の分160万円、もう一つが

馬場茂原線の1,380万円、もう一つが学文路グ

ラウンドの防球ネットで330万円ということ

で上がっています。１ページの総括も見てい

ただいたら、この補正予算でトータル本年度

33億6,660万円の市債の借り入れとなってお

ります。 

 何をお聞きしたいのかといいますと、市の

起債管理、借金管理についてお尋ねいたした

いと思います。 

 先日財政課にお願いをいたしまして、起債

残高の推移のデータをいただきました。見て

みますと、合併をした18年度から昨年度まで

で約103億円の一般会計の起債残となってお

ります。これは、多くのしなければならない

事業があったので、それだけ増えてきている

わけですけれども、この起債管理につきまし

てどのようにお考えなのかと。プライマリー

バランスのお話もさせていただきましたけれ

ども、そのときには答弁のほうでプライマリ

ーバランスについては平成28年度にピークを

迎えて、そこからは減っていくという答弁を

いただいておりますけれども、特に一般会計

につきまして、今後の推移をどのように計画

されておるのか。ピーク時はいつになるのか。

そのピークの残高はいくらになるのかという

ことですね。 

 それと、起債の発行の仕方、起債のあり方

なんですけども、特例債をここではめていっ

ていると。これは大変有利なということでい

いんですけれども、若干危惧いたしますのは、

これまでもそうなんですけども、細々とした

事業についてもできるだけはめていっている

というときに、特例債があるということは、

その仕事を予算づけをするときの大きな誘因

になっているおそれはないのかということで

すね。 

 今回のこの３件につきましても、細々とい

ってはあれですけど、細々とした予算のうち

かなと思うんですけども、例えば特例債でキ

ャッシュが５％、あと95％を全部起債、その

うちの７割は交付税措置の算入があるという

ことで有利なんですが、そうしますと、どう

しても執行予算を組み立てていくときに特例

債に頼っていこうという傾向になってしまう

んじゃないかなと。だれがやっていてもなっ
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てしまいがちであると思うのね。そのときに、

例えば特例債を活用するときに、あと交付税

措置されない部分、95％の25％分については

起債の償還に回していくというとか、あるい

は財政調整基金に積んでいくというような財

政運営上の原則というものをお考えいただい

たらいかがかなと思うんですけれども、その

点についてお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（石橋英和君）答弁もれ指摘してくだ

さい。 

○８番（中西峰雄君）ピーク時が26年度とい

うことですが、26年度にその残高はいかほど

を予測されておるんでしょうか。 

 それと、その特例債、アメリカでは財政法

という法律があってかなり難しいらしいんで

すけども、どうも日本の国もそうですし、地

方もそうなんですけども、借金をするときの

法的な歯どめがほとんどないんですよね。自

律的に本市もこの起債管理についてある一定

の方針を持つべきではないかと。 

○議長（石橋英和君）財政課長。 

○財政課長（吉本孝久君）ただ今のご質問で

ございますけども、起債の残高につきまして

は、ピーク時は平成26年度と考えております。

平成22年、23年、24年度で大型公共事業を執

行してきたということで、26年度がピークに

なると考えております。 

 だから、先ほど申し上げました25％につい

ても何らかの形で将来負担、皆さんも言うま

でもありませんけども、本市は県下で最悪の

将来負担比率の市でございまして、できる限

りこの将来負担比率というものを下げていく

努力をしなければならないわけでして、そう

いうことを考えますと、一定の自主的な、主

体的な起債管理の原則といいますか、それを

持つべきではなかろうかなと思いますが、そ

のあたり考えるべきであろうと私は思うんで

すね。この辺についてといいますか、起債管

理の原則論を考えていくべきであるというこ

とに対してどういうふうにお答えいただけま

すでしょうか。 

 それと、合併特例債に頼ってしまうという

お話なんですけれども、今の方針は、例えば

こども園計画でしたら、過去には合併特例債

をはめておりましたけども、合併特例債の延

長法案が５年延びまして平成32年まで活用で

きるということなんで、こども園の建設にあ

たりましては、施設整備事業債それから地域

活性化事業債と、有利にはめれる起債をでき

るだけ活用しまして、一般の起債がはめられ

ない起債につきましては合併特例債を充当し

ていくということで、特例債の温存を図って

おります。 ○議長（石橋英和君）財政課長。 

 ちなみに、平成25年度当初予算を組んだ段

階で、合併特例債は23億1,510万円残っており

ます。 

○財政課長（吉本孝久君）大変失礼しました。 

 平成26年度で起債の残高につきましては、

380億円程度を見込んでおります。 

 あと25％を財政調整基金に積んではどうか

というお話がございますけども、今の財政運

営の仕方としまして、毎年決算剰余金という

のは３億円程度発生します。その２分の１は

財政調整基金に積んで起債の償還に充てると

か、あと財源調整に使うとかいう形で財政調

整基金に積んでいっておるところです。 

 あと、起債の歯どめのお話なんですけども、

公債費負担比率につきましては、平成23年度

で16.9という指数になっております。この数

字が18％を超えますと、公債費負担適正化計

画というものをつくる必要が出てきます。し

たがいまして、公債費負担比率が18％を超え

ないような財政運営をしたいということと、

中期財政計画におきまして、今後投資的経費（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 
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を絞り込んでいくということで、起債の発行

額を減らしていくという努力をしていきたい

と考えております。 

 18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）久しぶりにこちらから

質問をさせていただく機会ができましたので、

３点ほどただしておきたいことがありますの

で、たださせていただきます。 

○議長（石橋英和君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）起債制限比率が制約が

あるというのは私も存じているんです。存じ

ているんですけども、そこに行くまでに、本

市はやはり今の起債残高は、将来負担比率は

いいわけではないんで、県下で最悪の状態に

ありますんで、できる限りそれを改善する努

力はするべきであろうと思うんですね。 

 まず、６ページの歳入の繰入金の９、高野

口クリーンセンターの跡地整備事業基金繰入

金が79万円が現在出しておりますけども、繰

入金についてはもうこれで、最終、条例も廃

止になりましたね。きょうは通りました。繰

入金については、9,000万円ほどあったやつを

整備にみんな使って、残り79万円で、もうあ

とないのかあるのかというのが１点と、それ

から、歳出の15ページの委託料垣花パークゴ

ルフ場改修委託料も79万円予算化されており

ます。 

 だから、起債制限比率以下であればいいん

ではないかと、それも一つの考えなんですけ

ども、今後の本市の財政の状況を、増大して

いく住民ニーズでありますとか、人口減によ

る税収の減少、あるいは交付税算定替えの解

消に伴う交付税の減少でありますとかという

ことを考えますと、できる限りこの起債の残

高の増加を抑える努力をするべきであると。

するときに一定の自主的な原則というものを、

やはりお持ちいただくべきではないかなと思

うんですけれども、さっきから同じことを聞

いていますんで、その点はお考えいただけな

いんでしょうか。 

 そこで、このパークゴルフ場ちゅうのは、

最終ごみ関連施設の地域整備に要する経費と

いうことで上がっておりますが、パークゴル

フ場ができました。まだできて間ないんやけ

ど、79万円改修せんなんということは、工事

関係がきちっとやっておれば出てこなかった

問題かと思うんですが、それ以外に79万円と

いうのは新しくつくるんではなくて、今現在

できて間ないところをまた改修するというこ

とになるかと思うんですが、その点の中身を

説明をきちっとしていただきたい。 

○議長（石橋英和君）財政課長。 

○財政課長（吉本孝久君）確かに今後起債残

高のピークにつきましては平成26年度という

ことで、この起債の残高が増える要因という

のはやはり投資的経費であります。投資的経

費を増やしますと起債が多くなる。したがい

まして、投資的経費を絞り込みまして、起債

発行額を抑えていきたいと考えております。 

 高野口クリーンセンターについては、基金

はそれで全部終わりであるんかどうかという

ことをお聞きしておきます。 

 それから、17ページの上段で工事請負費、

下兵庫地内の水路復旧等工事費に1,170万

8,000円。これは資料２ですか、別表で詳しく

説明をしていただいてございます。平成19年

６月の豪雨により下兵庫地内で土地所有者、

個人、これは一応説明もありまして、所有者

が800万円払って、要するに市が723万4,000

円というのを支出するということで合意にな

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）ないようですので、歳

入を終わります。 

 それでは、歳入歳出全般について行います。 

 質疑ありませんか。 
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ったと。それで、合計1,523万4,000円、合計

が上がってきまして、用水路の関係もござい

ましょうが、これは別として、水路改修を始

まるわけでございますけれども、お聞きして

おきたいのは、これが改修箇所はわかってお

るんですけども、話を聞きますところにより

ますと、上から下まで40ｍぐらいあると。50

ｍあるかわからんけど、40ｍぐらいあって、

今現在崩落したところを20ｍぐらい改修する

ということでありますが、私が気になるのは、

聞いておきたいのは、あそこは要するに地籍

調査がまだ終わっていないということも聞い

ておるわけですけども、終わってあるのかな

いんかということも聞きたいし、地籍調査が

終わってないので、崩落した部分を今現在や

るんやけど、裁判上これはもう決まってやる

んやけれども、あとの上下が古いので、また

そういう問題が起きたときにはどのような考

え方で市として対応していくんか。 

 要するに、筆界未定地ということは、ここ

からここまで市のもんであって、また個人の

土地がここまでと、水路がここまでというの

がきちっと決まっていない。そういう中で工

事を進めていくわけだけれども、今後の対策

というんですか、考え方としてお聞きしとき

たいと思います。 

 それから、三つ目に19ページの先ほどから

市道馬場茂原線改良工事、これはだいたい950

ｍの幅員４ｍで、県が進めていただくという

ことで、今回50ｍ先行して工事を進めていた

だくと。非常にこれは念願であった農業振興

という意味で、入口を向かいの側道までの計

画を入れていただくようになったということ

は、建設課、土木の関係の方々に非常に努力

をされておられることについては敬意を表す

るわけでございますけれども、一日も早くこ

れを進めていく上にあたって、先ほどから同

僚議員も質問に立っておりましたけれども、

だいたい950ｍの幅員４ｍで、現在50ｍで900

万円ということなんです。全体の中で約でい

いんですけども、だいたいどれぐらいがかか

るんかということと、それから何年ぐらいを

かけてやるんかということが、ある程度の目

算があって今回50ｍのこの予算が上がってき

ておると思うんだけれども、それについてと

りあえず左岸農道までの650ｍを計画決定と

いう意味で先ほど説明しておられましたけど

も、950ｍ全体像の中で約どれぐらいで何年ぐ

らいかかるんかということも、わかっておる

範囲でよろしいので、きちっとしたものが出

てこないかと思いますが、聞いておきたいと

いうことでございますので、この３点をよろ

しくお願いをいたします。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）高野口クリー

ンセンター跡地整備事業基金の残高でござい

ますが、６月12日現在で79万97円でございま

す。これを一般会計のほうへ繰り入れするこ

とになりまして、これで全てでございます。 

 パークゴルフ場の修繕のことでございます

が、これにつきましては、平成23年度で整備

を行いまして、設計段階ではパークゴルフ場

がフラットで芝を敷き詰めた状況でございま

した。工事完了近くになりまして、地元の皆

さま方から、砲台、要するに盛り土をして起

伏のつけたゴルフ場にしていただきたいとい

う要望が再々ございまして、23年度にはもう

工事完了も間近になっておりまして変更がで

きませんでした。設計どおりの工事を完了し

ておりましたが、24年度になりましても地元

区長をはじめ区民の方々から再々の要望がご

ざいまして、協議をした結果、地元の方々で

盛り土をしまして、芝生も張り直しをすると

いうことで、この基金を活用して、全て高野

口クリーンセンターの撤去に関する条件につ

いては終了するということで合意を得た次第
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でございます。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）下兵庫地内の水路

復旧工事費について回答させていただきます。 

 下兵庫地内の水路復旧工事については、平

成19年６月に発生した集中豪雨によりまして、

下兵庫地内になりますけども、水野さんとい

うティファニーという経営をしている土地所

有者のブロック積みが、擁壁が壊れまして、

その下に隣接している水路を直す工事という

ことで、裁判所のほうに提訴をした水路の工

事費になります。 

 今回、議案第11号で議案のほうに上げさせ

ていただいてあるんですけども、裁判所のほ

うから和解勧告案というのが出されまして、

今回和解勧告案は受諾するのが相当と考えて

おります。水野さん側のほうから800万円の解

決金をいただきながら、進めていく工事にな

ります。 

 それで、先ほど境界のことにつきまして質

問がありましたけども、ここの下兵庫地内に

おきましては、地籍調査は実施はされており

ません。今回の工事するところにおきまして

も、境界が決まってないというところになり

ます。今回工事を実施するにあたりましても、

境界の点につきましても、いろいろと裁判所

も入った中でのお話の中ではいろいろ話し合

いが進められてきたんですけども、水野側の

擁壁のブロックにつきましては水野側で管理

をすると、下の水路につきましては、水路は

法定外公共物というんですか、公図上青線の

水路になっておりますので、財産管理は市の

ほうにするという形になっておりますので、

境界は決まっておりませんけども、水路は市

で管理するということになります。 

 それと、ご質問二つ目の今回約四十何ｍ間

の対象区間というのがありましたけども、実

際崩れている区間が22ｍの区間であります。

それで、今回裁判所のほうで和解勧告案が出

されているのが、崩れた区間を対象にした工

事費ということの和解勧告案になりました。

それで、工事を進めていく上で、崩れている

区間が22ｍでありますけども、工事を進めた

場合、万が一その前後が崩れてくるんじゃな

いかというご心配の質問でありましたけども、

工事を進める場合、何らかの影響は出てくる

んかなとは思います。ただ、今回の和解勧告

案については、崩れた区間内の金額になって

おりますので、それ以外のところの崩れてく

るという金額につきましては、ご心配をされ

ておりますけども、再度また水野側と交渉し

ていくと、協議しながら工事を進めていくと

いうことになります。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）馬場茂原線につい

ての全体事業費でございますが、県の補助の

申請書及び今回計上させていただきましたう

ち、測量設計費それから残りの部分の測量設

計費を合わせまして、非常に概算金額ではあ

りますが、今のところ１億900万円程度と見込

んでおります。 

 年度につきましては、これも県への要望で

ありますが、平成25年度から平成29年度の５

カ年で実施したいということで要望を上げ、

県費補助がついております。ただ、県費補助

については、この５カ年で確実にこれだけの

予算がつくかということは、これはあくまで

市と計画あるいは要望としての５カ年であり

まして、先ほどからの質問でもありましたと

おり、県費補助の具合によってはもう少し完

成年度はかかるんではなかろうかと考えてお

ります。 

 本年度につきましても、市のほうから要望

させていただきました額よりも、実際ついた

額は少し減っておりますので、完成年度につ
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いては、あくまで市としての希望であると説

明させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（石橋英和君）18番 井上君。 

○18番（井上勝彦君）今ご答弁いただきまし

た。 

 15ページの垣花パークゴルフ場については、

これで一応改修も終わって、周辺整備事業そ

のものはもうこれで終了ということで、今後

は管理は区なりそういうところに移管してい

くんだろうと思いますけれども、長年のこの

高野口クリーンセンターの皆さん方には大変

お世話になりまして、広域ごみ焼却場も今現

在広域でできるようになったということで、

本当に高野口クリーンセンターにつきまして

は、長年、50年、60年長きにわたって近隣の

方々に本当にご理解をいただいたということ

に対しまして、改めて厚く敬意を表するとい

うことで、またこれができ上がった暁には、

市としてもできるだけ皆さん方に厚く御礼を

申し上げるということで、かたがた、また区

のほうへお礼を申し上げると。そのことにつ

いて、次の事業がそういうことでまた協力も

していただけるということでありますので、

その点をよろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 二つ目の17ページにつきましては、今経済

部長のほうから説明があったわけなんですけ

れども、答弁の中では22ｍということで、あ

と上下10ｍずつがうまくいけばいいけれども、

行けなかった場合はまた相手側との協議の上

でやらなくてはならないと。これは一応裁判

上での今現在工事は進めていくわけですけど

も、そういったことももしうまくいかなかっ

た場合は、また話し合いをして、そこをとに

かく解決をつけなければいかないという少し

問題点を残しながら、やはり工事をやってい

くわけでございますけれども、できるだけ相

手側とスムーズに近隣の住宅もたくさん建っ

ておりますので、そういうご迷惑のならない

ように、話を進めていけるように、また追加

で市のほうとしても予算が上がってくるかに

も思うようにも思いますので、その点を十分

考えながらやっていただきたいと思います。 

 あと19ページでございますけども、今建設

部長のほうから平成25年から29年度という目

標を立てていただいて、そして県費の補助は

少ないので、市の財政も考えながらやってい

かなあかんと思うんですが、手をつけた以上

はやっぱり地域の願いでもありますので、私

たちも議会としてもできるだけこの年度に仕

上げていくような、我々も協力できるとこは

県のほうへも協力に側面からお願いもしてい

きたいと思っておりますけれども、やりかけ

て途中で長引きゃ長引くほど、また土地の買

収等々も、計画の段階でそういう道がつくよ

ったら、家を建ててなかなか買収も進まんよ

ということにもなってきかねんとこもありま

すので、この予算が十分地元のために生かし

ていけるように、年度内にできるように、地

元の議員にも頑張っていただいて、協力する

ところはしていけるようによろしくお願いを

するとともに、部長のこれに向かっての所見

をお聞きしておきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）建設部長。 

○建設部長（松浦広之君）今回のこの件は、

左岸の広域農道の完成が見えてくる中で、や

はりアクセス道路ということで、地元要望受

けての市道改修でございます。そういった中

で、用地については地元もご協力をいただき

ながら、無償提供という形で工事をやってい

くということで、進めていきたいと考えてお

ります。 

 先ほども申しましたけども、できれば短期

間でやり上げたいんですけども、県費補助を

いただくという前提の計画でございますので、
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仮にこれがもう少し長い期間になっても、や

はり全線が終わるまで効用を発揮しないとい

う形ではなく、その中でも地元の方とご相談

させていただきながら、100ｍやったら100ｍ、

確かに効用が発揮できるという場所を選びな

がら、着々と進めていきたいと考えておりま

すので、また側面のほうからもご協力よろし

くお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ９番 上田君。 

○９番（上田良治君）先ほどの17ページの下

兵庫区内の水路の復旧工事の件で、１点おた

だししたいんですが、今回壊滅した22ｍの間

については、水路が相手側の擁壁にもたれか

かっていたというのも一つの要因であったと

思うんですよ。そういったことで、勝訴とい

うよりか和解をしたと思うんやけれども、そ

れで、今回工事区間、この22ｍについては実

施していくということなんですが、この別紙

の位置図を見ていくと、ナンバー１からナン

バー５の水路については、やっぱり相手のほ

うの擁壁に水路がもたれかかっておると。そ

の区間については、やはりＵ字溝とかを入れ

ておいたら、また今度こういった訴訟が起こ

ったときには、こっちも有利といいますか、

また相手側も削られたというのがあると思う

んですよ。水路が相手側の擁壁にもたれかか

っておったというのがあって、だから、ナン

バー２、ナンバー４以外の水路についても、

今回工事費の中でＵ字溝を設置していくのが

妥当じゃないかなと思うんで、その辺のとこ

ろをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）今回崩れている区

間がナンバー２からナンバー４という延長22

ｍ間になるんですけども、ナンバー１からナ

ンバー２、ナンバー４からナンバー５のとこ

ろは、現在崩れておりません。それで、今議

員からのおただしがあったとおり、崩れた原

因についても水路の老朽化というんですか、

もともと擁壁の前に水路がＬ型の水路で施工

されておりまして、非常にコンクリートも老

朽しまして、水野側の擁壁と水路との間にす

き間が出て、水路の水がもれた原因で擁壁が

崩れたんだという相手側の主張もありまして、

今回和解という形にはなっていくんですけど

も、この崩れていない区間につきましても、

Ｕ字溝を入れていくというのは非常にいい案

だと思います。この案につきましても、Ｕ字

溝を崩れていない区間についても入れていく

ことについても検討はさせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（石橋英和君）９番 上田君。 

○９番（上田良治君）検討というか、もうそ

ういうふうにＵ字溝を入れて実施していただ

きたいと思うんですよ。そしたら、またこう

いった訴訟が起こったときでも、強く主張で

きると思いますんで、その辺はそういう形で

ぜひとも実施していただきたいと思います。 

 それから、この水利を利用している水利組

合、上兵庫区、下兵庫区の方については、ど

のような意見であったのか、そちらのほうを

ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）市が水野側に擁壁

を直しなさいという形で裁判を起こしたわけ

でございますけども、裁判の途中に水利組合

のほうも市も一緒ですけども、ホテルの営業

補償も含めて約5,000万円何ぼの逆に市と水

利組合が訴えられたという形になりました。 

 今回水利組合も市も同じような形で、水野

側から800万円の解決金をいただいて和解と

いう形にはなるんですけども、水利組合のほ

うもこれで了解をいただいておるというとこ

ろでございます。 
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○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 ６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）17ページの先ほどもあ

ったんですけども、コミュニティ助成事業補

助金について、少しただしていきたいなと思

うんですけども、先ほどのご答弁でしたら、

県が決定権を持っておるということで、４地

区から申請があったにもかかわらず、１地区、

河瀬の祭りのはっぴの250万円が認めらたと

いうことなんですけども、県が決定権があっ

てでも、市が窓口として受け取る限りは、そ

れなりのやっぱしご判断というんか、何らか

の県に対しての意見具申といいますか、推薦

とかいろんな形をとっていくべきではないの

かなと。 

 橋本市の地域コミュニティのために使うお

金なんで、今年度にこれいきますと、１カ所

がもう250万円の高額の補助金をもらってお

ると。４地区あったんやけど、あとの３地区、

全くゼロやという。この辺については、大変

どうかなと。市がもう県の言いなりで、その

ままでおっていいんかなという気がするんで

すけども、その辺についてと、もう一点は、

この祭りのはっぴというのは前もあったと思

うんです。御幸辻地区かなんかであったんで

すけども、この祭りのはっぴで、このコミュ

ニティ助成事業補助金が250万円もつくんで

あれば、今後橋本市には各字でかなりの祭り

のだじんり曳航なんかやっておるんですけど

も、河瀬地区よりも大きな地域でもだんじり

があって、祭りはされておるわけであります

けども、その辺のところから補助金申請が上

がってきたときに、どのような対応をされる

んかなというのが、私はものすごい心配なん

です。 

 今までのところは250万円もらえましたよ。

そしたら、後で今度申請出したところはどう

なるんですか。これがつかなかったら、大き

な問題になりますよ。その辺も考えて、ただ

単に県が決定権あるから、もうそのまま上が

ってきたやつを県に出しているんやと。後は

もう県にお任せですよというわけにはいかん

補助金やと思いますんでね。 

 それともう一点、これは知っている者だけ

が、まあいえば特権といいますか、補助金申

請を出して県で認められると。先ほど市民生

活部長がご答弁あって、広く知らしめるとい

う話なんですけども、全くこの辺が市民のい

ろんな団体に対してでも知らせてないですよ。

これはもともと私とこもだんじりを購入した

ときに、購入して後ではっぴをやりかえした

んですけども、そのときに補助金申請を出し

たら、新規やないとあかんという話やって、

もうやめたというか、認められへんだんで、

うちは自分たちで購入しました、自己負担で

ね。区民１人にはっぴ8,000円で購入いただい

てやっているわけですよ。そういうことです

ら、市民に周知徹底されてないわけ。もっと

責任を持って、ただ単に窓口、市民から、知

っている人から上がってきて、県へ出したら

ええわと。決定するのは県やから、どうなっ

ても関係ないですよという態度では、これは

話にならんと思うんです。 

 これは、今後大きな問題が発生する可能性

があるんで、その辺をもうちょっときちっと

今後どういうふうに対応していくんか、答弁

をいただけますか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）確かに県のほ

うに委ねているというところではお叱りを受

けるのは、大変市としても、どういうんです

か、弁明の余地がないというか、そういうと

ころなんですが、ただし市からの推薦としま

しては、やはり同じように申請いただいた分

につきましては同じような公平な申請という

ことでは、県のほうへ提出させていただいて
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おります。ただし、団体によって周知されて

いないというご指摘なんですが、それはもう

以前からも17番議員からも指摘がされており

ます。それにつきましても、周知方法につい

ても徹底していきたいと思っておるんですけ

ども、周知の方法につきましても、関係機関

のほうでお任せしているという現状がござい

ますので、その辺については、やはり関係課

のほうでもう少し、もう少しじゃないけども、

協議をして、周知については広報等を活用す

るなり徹底していきたいとは思うんですが、

何せ県のほうから通知をいただいて申請する

までの期間というのがかなりタイトなものな

ので、広報で周知するということはちょっと

困難なところもございます。 

 補助金につきましても、それぞれの事業に

よっては上限もございますので、今はっぴの

分の補助の上限につきましては100万円から

250万円とございます。助成金は１件につき

100万円から250万円という助成の金額になっ

ております。ですので、今後県へする場合も

市としてはやはり公平に推薦できるような形

で、各課とも足並みをそろえてしてまいりた

いと思います。 

○議長（石橋英和君）６番 辻本君。 

○６番（辻本 勉君）６番 ちょっと答弁も

れもあるんですけども、そうしたら、今後申

請があって、これが万が一、橋本市にはいろ

んな区があって、かなりだんじりもやってお

られるんで、そういうところからどんと申請

が上がってきたら、これはえらい問題になる

んですよ。 

 それと、部長は毎年あるかどうかわからん

し、橋本市の団体も認められるかわからん、

何年に１回あるかわからんという話も答弁さ

れとったんですけども、私の知る限りでは結

構これは毎年というほど出ておるんですよ。

補助金、もらっていますよ。コミュニティ助

成金というのは結構、ない年あったかな、私

の記憶だけなんですけども、結構毎年という

ほど補助金をもらっていますよ。 

 もうちょっとその辺も含めていくと、きち

っとやっぱり考えていかんとね、そうでしょ。

まあいえば、河瀬地区の祭りのはっぴの補助

金はつきましたよ。そうでしょ。ほんで今度

清水とか学文路のほうで出して、ここはどな

いなるんですか。つきませんでしたってなっ

たときに、市はどんな対応をするんですか。

例えばの話なんで、清水とかあるかもわかり

ませんけども、まだまだ橋本市内にはいろん

な地区があって、いろんなところでだんじり

をやっとるわけでしょ。そんなとき、そらつ

けばいいですよ。同じようにつきゃ、それに

こしたことないんやけども、今まで100万円と

か結構あったわけでしょ。補助金が100万円か

ら250万円やから、100万円とか150万円の補助

金がついているところもたくさんあるんで、

こんなときに橋本市からやっぱり四つも申請

があったら、100万円と150万円にするとかい

う話を市が何で県にでけへんのですか。 

 公平に判断をして、四つが大事やと言うて

るんやったら、そうでしょ。４地区にわたっ

たら50万円ずつ行けるんでしょ。まあいうた

ら、４地区やったらあれやし、あんまり少な

なった補助金やったらあまり役に立てへんね

やったら、もう二つの地区で割るとかという

方法もあるんやけども、ただ単に出して県に

任せきりちゅうのは、ちょっとあまりにもお

粗末。今の段階できちっとしとかんと、今後

このことに対して、せっかくの地域のコミュ

ニティの発展のためにやる助成事業、これは

宝くじですわね、たしかね。宝くじの収益金

が出ておるはずなんですわ。それを、地域の

コミュニティのあれからいくと大変大事な事

業補助金なんですよ。ありがたい補助金なん

で、それを活用するんはええんやけども、も
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っときちっとしたことで取り決めして、きち

っとしとかんと、大きな問題が発生しますよ

ということなんでね。私はきょうはここで質

問させてもうとんのやけど、これがまた来年

申請の段階、決定の段階で、いろんな問題、

私が今懸念しているような問題が発生してき

たときに、当局は困った。困るのは目に見え

ていますわ、実際のとこね。困っただけじゃ

済まんでしょ。もう１年も前に、こないして

ここできょうは言うとるんやから、もうちょ

っときちっと体制をとっていかんと。今後ど

うするんか、いっぺん答弁ください。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）コミュニティ

助成事業の実施要項というのがございまして、

そちらにつきまして助成できる団体というの

も表記されております。この事業実施主体は、

市町村または市町村が認めるコミュニティ組

織であることということが大前提でございま

す。あくまでも市町村が認めるコミュニティ

組織ということで、そちらのほうでいろんな

申請書類であったり、予算書なり必要経費の

積算という書類を全て作成していただいて、

それをもって市を経由して進達するというこ

とになっております。ですので、案分してそ

れぞれの団体で助成する方法もあるというこ

とでございますが、今のところそういうよう

な助成制度にはなっていないと思っておりま

す。ですので、今後一応また確認はする必要

があると思いますので、そういう助成の仕方

も大丈夫なのかということは確認をいたしま

して、今年度につきましては、こういう事業

の募集がありましたときには、そのようにし

てまいりたいと思います。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり） 

○議長（石橋英和君）ご指摘ください。 

○６番（辻本 勉君）補助金要項は、私、十

分理解しています。うちも出そうと思たんで、

申請はそういう要項はわかっておるんですけ

ども、分割してとかという話じゃないんです

よ。今後、やっぱりコミュニティ助成事業の

補助金について、市はどういうふうなかかわ

りをしていくんだということを、やっぱりき

ちっと方針を出していただきたいということ

なんで、ただ、今までみたいなやり方ではだ

めですよと、先ほども言わしてもらっている

とおりだめなんで、問題はやっぱり大いにあ

るんやから、どのようにしていったら、大変

大事な補助金なんで、橋本市民にとってはそ

ういう地域のいろんな団体からいうと大事な

補助金なんで、どういうふうに今後きちっと

していくんだということをお願いしとるんで、

それに関してのご答弁をお願いしたいと。 

○議長（石橋英和君）この際、６番 辻本君

の質疑に対する答弁を保留し、２時15分まで

休憩をいたします。 

（午後２時２分 休憩） 

                     

（午後２時15分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、議案審議を行います。 

 ２番 辻本君の質疑に対する答弁を求めま

す。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）先ほどからい

ろいろ失礼いたしました。 

 議員おただしのとおり、要望の多い案件と

か事業につきましては、今後各地区公平に行

き渡るよう実施主体であります県のほうに要

望してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 １番 松浦君。 

○１番（松浦健次君）下兵庫地区の工事の話

なんですけども、当事者は水野さんと橋本市
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とそれから下兵庫の水利組合ということだと

思うんですけども、先ほどの答弁を伺いまし

たら、財産管理は下兵庫で、水路は市が管理

という答弁がありましたけども、これはその

とおりですかということがまず一つ、それと、

普通水利組合がその水路の管理もやっている

と思うんですけども、その水路を利用して利

益を得ている水利組合も何らかの負担をすべ

きではないんでしょうかね。市だけが負担し

て、水利組合の負担て、ここに出ていないん

ですけども、負担しているんでしょうかね。

その辺、どういうお考えか伺います。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（大倉一郎君）私の先ほどの答弁

が、財産管理については水利組合というよう

なおただし、財産管理については市で管理し

ているということになります。あくまでも一

般的な水路の草刈りとか等維持管理について

は、水利組合のほうで管理をしていただいて

おります。 

 それともう一点、水利組合に今回負担して

いただけないものかというご質問であります

けども、今回の和解の案につきましても、水

野側で800万円という形で和解金という形で

納入をいただいて、水利組合のほうには負担

は現在求めていくことはありません。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 15番 田中君。 

○15番（田中博晃君）11ページの緊急雇用な

んですけれども、午前中の968万円の内容なん

ですけれども、雇用人件費で550万円、ＰＲパ

ンフレット100万円、コンサルタント経費100

万円ということで、そのほか550万円の内訳で

４名のコンサルタントという話やったと思い

ます。ちゅうことは、これ、コンサルタント

が５人雇われるようになるんか。雇用体系

等々もあるかもしれないんですけれども、コ

ンサルタントを５人雇うことになるんかとい

うことになるんですけれども、まず、それは

それで間違いないのかということと、あと例

えばこの内容でいけば、４人雇うということ

であれば、例えば地元から採用ができるのか

どうか等についてお伺いいたします。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）まず１点目の

件ですが、新規雇用者というのは一応まちづ

くりに関するコンサルタントと市が委託をし

て、そのコンサルタントから４名の新規雇用

者を、先ほどハローワークを通じて行うよう

に計画をしているということで、県のほうで

認めていただいているわけなんですが、ちょ

っと２点目の話とも絡むかもわかりませんが、

考えているのは基本的に優先順位の中で橋本

市内にあるハローワークの募集が第一優先と

して、そこで雇用が満たすことができなけれ

ば、次には和歌山県内、それでもだめであれ

ば、和歌山県外という優先順位で、その業者

のほうから雇用の募集をかけていただくと考

えております。 

 これは、和歌山県の緊急雇用創出事業の特

例基金ではあるものの、地域の限定というの

は今のところございませんので、ただ、私ど

もとしてはその仕様書をつくるにあたっては、

市内の方に雇用をしていただきたいと考えて

おります。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）同じところでもう一度

聞かせていただきたいなと思います。 

 今回は、橋本まちづくりプロジェクトとい

うことで、市の職員の中からさまざまなこの

事業に対しての提案とかを実現していこうと

いう取り組みと受け取っていたんですけれど

も、実際、これをふたをあけてみると、新規

雇用者で地元で採用されたとしても、コンサ

ルタントからたしか先ほどの答弁の中でも３
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年間ということで、当初おっしゃられていた

事業なのかなと思いますけれども、その期間

がたった後は、この方々というのはもう残ら

ないわけですから、こういう事業自体は継続

的にやはり行っていくべきではないかなと思

うんです。 

 それでいくと、今回の事業を通じて、市当

局内にどれだけのノウハウの蓄積ができてい

くのかなというのが、心配するところです。

というのも、こういった事業を進めていく中

で、さまざまな問題解決をやっていくときに、

その問題解決をしていく部分に、市の職員自

ら課題を解決していくからこそノウハウが残

るはずなんですけれども、それがコンサルタ

ントの委託された方で、まして期限が切られ

ていると、せっかく内部に残るだろうノウハ

ウというものが持続しないんじゃないかと考

えますが、その点、どのようにこの事業をお

考えなのか聞かせていただきたいなと思いま

す。 

 先ほどの答弁の中で、コンサルタントの新

規雇用の550万円やコンサルタント分の経費

だと思いますが100万円、ＰＲで100万円とい

う割り振りは、今からでも変えられるような

ものなのか。総予算の中の今考えられる分と

して、先ほどお答えいただいたのかという点

をお聞かせいただきたいのと、コンサルタン

ト自体、どのような方法でお決めになるおつ

もりなのか。この３点をお聞かせいただけま

すか。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）まず、このま

ちづくりプロジェクト自体は、何もこの事業

実施をコンサルタントに委ねようとするもの

ではなくて、このプロジェクトの事業主体は

全て市の職員がやるということでございます。 

 それに伴って、やはり私が冒頭説明させて

いただいたように、側面からの人的支援とい

うことを、この推進事業の目的としていると

ころでございます。そして、３年間と私説明

させていただきましたのは、このプロジェク

トは最長３年ということなんですが、この委

託自体は単年度でございます。その中で、初

年度でもあるということもあり、事業費の

50％以上が人件費が占めればいいというとこ

ろもありまして、ちょっと３点目の質問と重

なるんですが、そのルールの範囲の中であれ

ば、事業内容等についてはこれから予算を認

めていただいた中で考えていくということに

なると思います。 

 コンサルタントの委託方法なんですが、ま

だ執行方法についてはこれから入札部局との

協議をしていくところでございますので、現

段階ではそのやり方については、今のところ

申し上げることはできないのかなと思ってい

ます。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）事業自体の内訳で、人

件費が50％以上は占めないといけないという

点で理解しましたが、コンサルタント自体が

これからその方法が決まっていないというの

は、企画経営室のほうはそうかもしれません

が、担当部課の方、これは財政になるんです

かね、総務になるんですかね、その点はこう

いった事業の際は、例えば入札で決めるよう

なものなのか、それかもう業者自体随意契約

でいくようなものなのかその点を改めてお聞

かせいただきたいと思います。 

 あとこれは単年度の今回の予算ということ

は、来年度は新たに事業採択を受けれるのか。

それとも、これを継続するためには、市の市

単事業でもやっていかないといけないという

ことになるのか、その点をお答えいただきた

い。 

 それに関しては、これがもし事業採択が受

けてなくても、こういった予算がなくてもや
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るおつもりであったのかというところも、最

後にお答えいただきたいと思います。 

○８番（中西峰雄君）19ページの市道馬場茂

原線に関してのことなんですけども、先ほど

来他議員のほうから全体事業の規模等につい

てただしていただきましたんで、その点はい

いんですけども、こういう継続事業的なもの、

債務負担を打たないで、基本的に継続してち

ょっとずつやっていこかというものがあると

思うんですよね。そういうものについては、

言ってみますと氷山で、水面上の分だけ予算

上に上がってくると。議員のほうからただし

をすると、水面下の分も出てくるという構造

になっておるんですよね。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（北山茂樹君）どのような業者に

どのような方法で委託するのかということだ

と思いますけども、仕様書にもよろうかと思

いますけども、一般的には指名競争入札にな

ろうかと思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

 企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）この委託事業

につきましては、冒頭も説明させてもらいま

したとおり、昨年12月に県のあてに申請はし

ていたんですが、基本的にこれもこの委託事

業が採択されなくても、この三つのプロジェ

クトはもともとやる予定をしておりました。

そんな中で何とかついてきたんで、ただその

事業の内容についてはボリュームが出てきた

という状況でございます。そういう考え方で

ございます。 

 予算ですから、当然本年度の予算の上げ方

としてはそれでいいわけですけれども、悪意

があるとは思ってないんですけども、やはり

継続的にお金の支出を考えている、見込んで

いるような事業については、説明書の中でで

もやはりわかるように説明をしていただきた

いなと、していくべきじゃないかなと思いま

す。 

（「答弁もれ」と呼ぶ者あり）  これだけじゃなくて、以前にも申し上げた

ことがあるんですけども、例えば施設をつく

りますよと。施設をつくったときに、あと以

後の維持管理費についてどういうふうになっ

ていくんですかということを、一々たださな

ければ出てこないのね。予算じゃないんで、

それはそれでもええといえばええのかもしれ

ませんが、そういうもんではなかろうと。や

はり施設を何か整備したときには、後の維持

管理をどうしていくんか、その費用について

は、コストについてはどうなるんかという丁

寧な説明を、私たちのほうからただしをする

までもなしに、説明をしていただきたいと思

うんですけども、この辺のことにつきまして

お考えをお聞かせください。 

○議長（石橋英和君）ご指摘ください。 

○17番（松本健一君）これは単年度というこ

とですが、来年度からも予算がつかなくても

行っていくおつもりかどうかお尋ねさせてい

ただきます。 

○議長（石橋英和君）企画経営室長。 

○企画経営室長（上田力也君）失礼しました。 

 これについては、あくまでも単年度事業で、

この緊急雇用自体いつまであるかもわかりま

せんし、来年は現在のところこの推進事業を

やる予定はございません。まちづくりプロジ

ェクトというのは３年間やります。しかし、

この推進事業委託については、現在のところ

考えておりません。 

 以上です。 ○議長（石橋英和君）建設部長。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 ○建設部長（松浦広之君）私の立場で包括的

な答弁というのはできないかと思うんですけ ８番 中西君。 

－190－ 



ども、まず今回の馬場茂原線につきましては、

議員おただしのとおり質問に答えるという形

でさせていただいたんですけども、そもそも

全体事業費がどのぐらいで、延長がどのぐら

いで、どんな感じで進めていきたいという説

明もあわせて、やはりすべきかなと思いまし

た。 

 ただ、こういった形での質問を受けてとい

う形になりますとどうしても限界があります

ので、その方法等については今後検討の必要

があるんかなと考えます。 

 それから、あとの特に箱物関係なんかです

と、建てる費用とともに後々の維持管理費と

いうのが当然要ってくる。広い意味でのライ

フサイクルコストというんですか、もっとい

えばその寿命が尽きるまでの総経費を見込ん

で財政計画を立てていくということをすべき

時代にもなっておりますし、国のほうで言う

ております長寿命化計画なるものも、まさに

その辺まで踏み込んだ計画を立てれば、そう

いった修繕等にでも国もある程度補助を出し

ましょうという時代になっておりますので、

具体的にこの場でどういうふうに今後やって

いきますという答弁は避けさせていただきた

いんですけども、そういう考えで進めていく

必要のあるものについては、ちょっと庁内で

も整理した上でそういう考えに従って議会へ

も報告させてもらうような形の中で、どのよ

うに進めていくかというのを宿題としてさせ

ていただきたいと考えます。 

○議長（石橋英和君）８番 中西君。 

○８番（中西峰雄君）建設部長から答弁をい

ただいたんですけども、この建設事業だけで

はないんですよね。ほかのこともあるんです。

一例を言いますと、ある施設をこしらえまし

たよと、それについて指定管理でやっていき

ますよ。市のほうはその管理費については要

らないんかなと思っていたら、いやいやそう

じゃないんですよ、この部分については市が

負担していかなあかんのですということが、

後で立ち話なり何なりの中でわかってきたり

するということがあるんですね。これは、や

っぱり改めていくべきだろうと思います。だ

から、責任のあるもう少しどこになるんかよ

くわかりませんが、建設部だけでないところ

の方からその姿勢をお聞かせいただきたいと

思いますが。 

○議長（石橋英和君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）ただ今８番議員から

のおただしの件でございますが、先ほど建設

部長がお答えしたとおり、建設部門だけでは

なくて、全市的にやはりそういう考え方を持

ってこれからの行政運営をしていかなければ

ならないというのも時代の流れでもあります

し、保健福祉センターを建設するときにも、

議会のほうからも随分ランニングコストにつ

きましてはご指摘もいただきました。今後、

そういうことも含めまして、どのような内容

でお示しをさせていただくかということを内

部で十分検討しながら、その方向で進んでま

いりたいと思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第１号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第１号 平成25年度橋本市一

般会計補正予算（第１号）について を採決

いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第15 議案第２号 平成25年度橋本市

国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について 

○議長（石橋英和君）日程第15 議案第２号 

平成25年度橋本市国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）７ページの委託料なん

ですけども、具体的にどういうふうな委託を

されるのかということと、24年度の特定健診

の受診率がどのぐらいだったのかと、２点に

ついてお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）まず、内容で

ございますが、これにつきましては、特定健

診の未受診者対策として、国のほうから補助

金が24年度から26年度全額補助で来るという

ことで、本年度２年目の補助金ということで、

その補助金を使いまして特定健診未受診者、

ご存じのように、特定健診は40歳以上75歳未

満の国民健康保険の被保険者に内臓肥満に起

因するメタボリックシンドロームを予防する

ための健診が特定健診でございますが、その

健診の未受診者に対する対策の補助金でござ

いまして、本市でもその対策として業者に委

託して電話勧奨とか訪問をしていただいて、

受診率がアップするようにするという委託で

ございます。 

 それから、受診率でございますが、平成23

年度で、本市では受診率が30％でございます。

済みません。24年度、ちょっとまだ資料が出

ておりません。24年度につきましてはまだ確

定しておりませんので、ご報告できません。

恐れ入ります。 

○議長（石橋英和君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今のご説明でしたら、

24年から26年３年間、全額補助でしている事

業で２年目ということなんですけど、それで

したら確かに受診がまだの方がわかるのはこ

の時期かもしれませんが、当初予算で組んで

もよかったんではないかと思うんですけど、

いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（枡谷俊介君）当初予算で組

んだらよかったのではないかというおただし

でございますが、この補助金につきましては、

今年２年目ということで、毎年３年間あると

いうことで聞いてはおりますが、確かに今年

もあるし、来年もあるかと言われますと、ち

ょっと定かではございません。それで、毎年

度その補助金決定があった段階で６月補正と

して計上させていただいて、事業を実施させ

ていただいております。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第２号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。これにご異議

－192－ 



ありませんか。 ○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 ○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。

よって、委員会の付託を省略することに決し

ました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 これより、討論に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 討論する方ありませんか。 ○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第３号 平成25年度橋本市公

共下水道事業特別会計補正予算（第１号）に

ついて を採決いたします。  これより、議案第２号 平成25年度橋本市

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 ○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 

                      

 日程第16 議案第３号 平成25年度橋本市

公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）について 

○議長（石橋英和君）日程第16 議案第３号

 平成25年度橋本市公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）について を議題といた

します。 

 これより質疑を行います。全般について行

います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第３号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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